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みやぎ食と農の県民条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

改   正   後（案） 改   正   前 

農業は、太古から人の命の源泉となる食料を生み出し、人が協力

し合って生産活動を行う農村社会を築き、国や地域の重要な存立

基盤を成してきた。 

世界では、総人口の増加による食料不足、地球温暖化等の気候変

動や自然災害の頻発化・激甚化による食料生産の不安定化、国際情

勢の影響を受けるエネルギーや食料等の確保の不透明化等が顕著

となり、世界的な食料危機の時代を迎えることが危惧される。 

我が国においては、いつ、いかなるときにおいても国民の食料を

確保する決意をもって、食料生産体制の強化を目指しており、国際

的な協力と国内における食料生産体制の確保が不可欠となってい

る。 

このような中で、本県農業は、これまで我が国の主要な食料供給

基地として重要な役割を果たすとともに、基幹産業として、地域経

済を支えてきた。 

近年、農業者の減少や高齢化及び農地面積の減少による生産体制

の脆弱化等が懸念される中で、安全安心な国産農産物に対する意

識や、農産物の収穫体験の喜び、心なごむ自然とのふれあい、農村

が果たしている防災に対する役割等、農村の多様な価値に対する

意識が高まっている。 

肥沃
よく

な耕土と四季折々の気候の中で、長きにわたり培ってきた農

業技術や、様々な困難を克服してきた先人たちの知恵を有する本

県は、良質で豊かな農産物を生産する農業県として、安全安心な食

農業は、太古から人の生命をはぐくむ源泉であり、自然条件によ

って生産量が変動しやすいなどの不安定な要素を有しながら、国

や地域の重要な存立基盤を成してきた。 

世界の総人口の増加による食料消費の増大などが予測され、将来

的には世界的な食料危機の時代を迎えることが危惧される中で、

我が国においても、国際的な協力を図りながら、長期的な視野に立

った食料供給と農業生産体制構築の努力が不可欠になっている。 

一方、このような中で、本県農業は、これまで我が国の主要な食

料供給基地として重要な役割を果たすとともに、基幹産業として、

地域経済を支えてきた。 

近年、農業者の減少や高齢化及び農地面積の減少による生産体制

の脆弱化などが懸念される中で、心なごむ景観や自然とのふれあ

い、作物を収穫することの喜びなどを通じて、人々の農業・農村へ

の関心が高まっている。 

肥沃
よく

な耕土に恵まれ、また長きにわたり培ってきた技術や、様々

な困難を克服してきた先人たちの知恵の蓄積などを有する本県

は、良質で豊かな農産物生産県として、さらに将来に向けて、様々

な利点や蓄積を生かし、農業及び農村を発展させていく責務があ

る。 

ここに、本県が世界や我が国の状況を踏まえつつ、農業・農村の

将来にわたる振興に努めていくことを宣言するとともに、その振

興方策を広く明らかにするため、この条例を制定する。 
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料を安定的に供給し、農村の多様な価値を最大限発揮できるよう、

農業及び農村を発展させていく責務がある。 

ここに、本県が世界や我が国の状況を踏まえつつ、食料の供給、

農業の発展及び農村の振興に取り組むことを宣言するとともに、

その基本理念、基本的施策等を明らかにし、未来に向けて持続的に

発展する宮城を創るため、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第一条 この条例は、本県における食、農業及び農村の振興に関

し、基本理念を定め、並びに県、市町村、農業者、農業団体、県

民及び事業者の責務等を明らかにするとともに、施策の基本とな

る事項を定めることにより、食、農業及び農村に関する施策を総

合的かつ計画的に推進し、もって安定的な食料の供給、持続的な

農業の発展及び活力ある農村の振興の実現に寄与することを目

的とする。 

（目的） 

第一条 この条例は、本県における農業・農村振興の目標を明らか

にするとともに、目標達成に向けた推進方策を示し、県民の共通

理解のもと、目標の実現を図ることを目的とする。 

  

（基本理念） 

第二条 食、農業及び農村の振興は、次に掲げる事項を基本として

行われなければならない。 

一 食は、命の源泉であることに鑑み、将来にわたって安全安心

な食料が安定的に供給されること。 

二 農業は、食料を生み出す営みであることに鑑み、生産性が高

く環境と調和した多様な農業が持続的に営まれること。 

三 農村は、農業生産、環境の保全、やすらぎ空間、文化の継承、

防災等の多面的な機能（以下「多面的機能」という。）を有す

ることに鑑み、総合的な農村の振興が図られること。 

（農業・農村振興の目標） 

第二条 県は、次に掲げる目標のもとで農業・農村の振興を図るも

のとする。 

一 県民に安全で安心な食料が安定的に供給されること。 

二 次代の農業者を育成しつつ、環境への十分な配慮を図ること

等により、将来にわたり農業が持続的に営まれること。 

三 県民及び国民へのやすらぎ空間の提供、文化の継承、景観の

保全等、農業・農村の有する多面的な機能を十分に発揮するこ

と。 

四 多彩で豊かな農産物の生産の場である農村の経済的な発展
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及び総合的な振興が図られること。 

  

（県の責務      ） （県の責務と役割） 

第三条 県は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にの

っとり、食、農業及び農村の振興に向け、地域の特性に配慮しな

がら、国、市町村、農業者、農業団体、消費者等との連携を図り、

総合的に施策を推進するものとする。 

第三条 県は、農業・農村                                    

                        の振興に向け、地域の特性に配慮しな

がら、国、市町村、農業者、農業団体、消費者等との連携を図り、

総合的に施策を推進するものとする。 

  

（市町村の      役割） （市町村の責務と役割） 

第四条 市町村は、基本理念にのっとり、それぞれの自然的・社会

的条件に応じて、県、農業者、農業団体等と協力しながら、食、

農業及び農村の振興を積極的に図るよう努めるものとする。 

第四条 市町村は                    、それぞれの自然的  社

会的条件に応じて、県、農業者、農業団体等と協力しながら、農

業・農村      の振興を積極的に図るよう努めるものとする。 

  

（農業者及び農業団体の      役割） （農業者及び農業団体の責務と役割） 

第五条 農業者及び農業団体は、基本理念にのっとり、食、農業及

び農村の振興に向け、自ら主体的な取組に努めるものとする。 

第五条 農業者及び農業団体は、農業・農村                    

      の振興に向け、自ら主体的に努力する    ものとする。 

  

（県民、事業者等の      役割） （県民、事業者等の責務と役割） 

第六条 県民、食品関連産業事業者等は、基本理念にのっとり、県

産農産物の消費及び利用を進めること等により、食、農業及び農

村の振興への協力に努めるものとする。 

第六条 県民、食品関連産業事業者等は                    、地

域農産物の消費及び利用を進めること等により、農業・農村    

  の振興への協力に努めるものとする。 

  

（基本的施策） 

第七条 県は、第一条に掲げた目的の達成に向け、次に掲げる施策

を講ずるものとする。 

（農業・農村振興に関する主要な方策） 

第七条 県は、第二条に掲げた目標の達成に向け、次に掲げる方策

の実施に努めるものとする。 
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一 食料が安定的に確保・供給されることへの理解を醸成するこ

と。 

二 食及び農に関する学びの機会の提供及び情報発信により、県

内農業及び県産農産物への理解を醸成すること。 

三 安全安心な県産農産物の安定的な供給を図ること。 

四 県産農産物の県内消費を推進すること。 

五 水田農業、畜産、園芸等分野ごとの総合的な振興を図ること。 

六 農業の持続的発展を支える農業経営体及び多様な農業者の

育成を図ること。 

七 環境との調和に配慮した農業及び資源循環型農業を推進す

ること。 

八 農地、農業用用排水施設その他の農業生産の基盤の整備及び

保全を図ること。 

九 環境の変化及び多様な消費者の需要に対応した農業技術の

研究開発を推進すること。 

十 農業生産技術の改良、情報通信技術その他の先端的な技術等

の活用等により、生産性の向上を図ること。 

十一 県産農産物の高付加価値化を推進すること。 

十二 県産農産物の国内外に向けた販売戦略の展開、販売体制の

構築等販売力の強化を図ること。 

十三 農業と農業以外の産業等との連携により、地域産業の振興

を図ること。 

十四 農村が持つ多様な価値及び魅力を生かした総合的な振興

を図ること。 

十五 農村が果たしている多面的機能の発揮及び多面的機能に

関する理解の醸成を図ること。 

十六 農村を支える人材育成及び農村における多様な交流を促

一 有機農産物の生産及び広く学校給食をはじめとした利用拡

大等を進めるとともに、有機農産物等認証制度等により消費者

への情報提供体制を整備し、安全で安心な食料の安定的な供給

を図ること。 

二 農業生産活動における資源循環機能の維持増進及び環境へ

の負荷低減を推進するとともに、良好な農村地域の景観形成を

図ること。 

三 世界の食料情勢を視野に入れ、農業技術の高度化、優良農地

の確保、生産基盤の整備等を進め、我が国全体の食料自給率の

向上にも寄与するよう、将来に向けて農産物の安定した生産量

の確保を図ること。 

四 産地直結での販売による域内流通及び域内消費の拡大を促

進するとともに、産地銘柄の確立を進めること等により、農産

物の販売力向上を図ること。 

五 農地の利用集積等、中核的な農業者の経営基盤の強化を進め

るとともに、多様な担い手に対する就農及び営農支援等、次代

の農業者の育成及び確保を図ること。 

六 食生活の多様化等の消費動向を踏まえた収益性の高い農産

物への転換、生産体制の効率化等を進め、生産構造の転換を図

ること。 

七 農業と商業、工業、林業、水産業等との連携の強化及び農産

物の高付加価値化のための農業関連産業の推進等により、農業

を核とした新たな地域産業の創出を図ること。 

八 都市と農村の交流促進、県民への農業に関する情報提供及び

学習機会の充実等を推進し、農業及び農村の重要性への理解醸

成を図ること。 

九 農村地域の生活環境整備及び中山間地域の振興を進めると
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進すること。 

十七 野生鳥獣による農作物等への被害防止及び捕獲した鳥獣

の利活用を促進すること。 

十八 農村における地域の防災機能の強化を図ること。 

十九 前各号に掲げるもののほか、食、農業及び農村の振興のた

めに必要な施策を推進すること。 

ともに、文化及び伝統を継承、環境保全等の農業・農村の有す

る多面的な機能が発揮された快適で魅力ある農村づくりを図

ること。 

  

（基本計画の策定） （基本計画の策定） 

第八条 知事は、前条各号に掲げる施策を効果的に実施するため、

おおむね十年を期間とする食、農業及び農村の振興に関する基本

的な計画（以下「基本計画」という。）を定めるものとする。 

第八条 知事は、前条各号に掲げる方策を効果的に実施するため、

農業・農村の振興に関する概ね十年を期間とする          基本

的な計画（以下「基本計画」という。）を定めるものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 ２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 国内自給率向上に向けた県産農産物の生産目標、農地確保の

目標面積等、食、農業及び農村の振興に関する主要の目標 

一 国内自給率向上に向けた県内農産物の生産目標、農地確保の

目標面積等、農業・農村        振興に関する主要の目標 

二 略 二 略 

三 前二号に掲げるもののほか、食、農業及び農村の振興のため

に必要な事項 

三 前二号に掲げるもののほか、農業・農村        振興のため

に必要な事項 

３ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、広く県

民の参画する審議機関において検討を行うなど、県民意見の集約

及び反映に努めるものとする。 

３ 知事は、基本計画の策定  に当たっては、あらかじめ、広く県

民の参画する審議機関において検討を行うなど、県民意見の集約

と  反映に努めるものとする。 

４～６ 略 ４～６ 略 

  

（事業の実施状況等の報告） （事業の実施状況等の報告） 

第九条 知事は、基本計画の推進に当たって県民意見の集約及び

反映を図るため、県議会及び県民に対し、毎年度、基本計画の推

第九条 知事は、基本計画の推進に当たって県民意見の集約と  

反映を図るため、県議会及び県民に対し、毎年度、基本計画の推
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進に向けた事業の実施状況、  予定等を報告するとともに、五年

ごとに基本計画の目標達成状況を公表するものとする。 

進に向けた事業の実施状況及び予定等を報告するとともに、五年

ごとに基本計画の目標達成状況を公表するものとする。 

  

（推進体制の整備） 

第十条 県は、食、農業及び農村の振興に関する施策を推進するた

め、必要な体制を整備するものとする。 

（行政体制の整備等） 

第十条 県は、前二条により計画的な施策推進に努めるなどのほ

か、農業・農村振興に向けた組織体制等行政体制の整備に努める

ものとする。 

  

（財政上の措置） 

第十一条 県は、食、農業及び農村の振興に関する施策を推進する

ため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

（新設） 

 

  

（条例等の周知及び広報） （条例  の周知    広報） 

第十二条 県は、この条例及び食、農業及び農村の振興に関する施

策の県民等への周知及び広報を図る  ものとする。 

第十一条 県は、この条例及び農業・農村振興施策              

  の県民等への周知及び広報に努めるものとする。 

  

附 則 附 則 

略 略 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


